
 

令和７年度 第２回 四街道市子ども・子育て会議 次第 

 

 

 

日時：令和８年２月１８日（水） 

１３：３０～ 

会場：保健センター３階大会議室 

 

 

１ 開  会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 議  題 

 

①四街道市こどもプラン～第２期子ども・子育て支援事業計画～の計画期間 

全体における評価について 

【資料１～２】 

 

②乳児等通園支援事業の認可について  

【資料３】 

 

③特定教育・保育施設等及び特定乳児等通園支援事業の利用定員について 

【資料４】 

 

④虐待に係る措置状況の報告について 

【資料５】 

 

※議題④の資料５については一部個人の情報に関する内容が含まれているため資 

料は当日配布とさせていただきます。 

   

４ そ の 他 

 

５ 閉  会 
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四街道市こどもプラン～第２期子ども・子育て支援事業計画～ 

の評価概要について（総括） 
 

四街道市こどもプラン～第２期子ども・子育て支援事業計画～（計画期間：令和２年度～６

年度）については、令和６年度の取り組みにより５年間の計画期間を終了しました。 

計画に位置づけられている１１９施策について、実施状況及び目標値が設定されている施策

については実績値を確認し、４段階で評価を行い、次のとおり整理しました。 

 

１．評価の状況 

評価 施策数 割合 

◎：計画より進んでいる ３施策 ２．５％ 

○：計画どおり １１５施策 ９６．７％ 

△：計画よりやや遅れている １施策 ０．８％ 

×：計画より非常に遅れている ０施策 ０．０％ 

計 １１９施策 １００．０％ 

 

◎３施策（２．５％）が、計画より進みました。 

施策名 評価の概要 

時間外保育事業 

【1-2-(2)-①】 

■保育課（◎…計画より進んでいる） 

市内保育所等全園において、７時～19 時（一部は 20 時）までの延長保育

を実施し、全年度で利用実人数は目標値を上回りました。 

実績値 R2：860 人 R3：879 人 R4：943 人 R5:968 人 R6:1,135 人 

子育て短期支援事業

【1-2-(2)-⑦】 

■保育課（◎…計画より進んでいる） 

令和３年度から開始した保護者の疾病や仕事の都合などにより児童の養護

が一時的に必要となった場合などに児童を預かる子育て短期支援事業につ

いて、市内外の民間事業者への委託により実施し、令和５、６年度は利用

延人数が目標値を上回りました。 

実績値 R3：0 人 R4：5人 R5:81 人 R6:207 人 

こどもルームの充実

【3-1-(1)-①】 

■保育課（◎…計画より進んでいる） 

全年度において、定員数は数値目標どおり、またはそれ以上の実績により

事業を実施することができ、最終年度に実施した施設整備により、次年度

に向け、数値目標を上回る定員を確保することができました。 

実績値 R2：851 人 R3：881 人 R4：944 人 R5:1,004 人 R6:1,004 人 R7:1,089 人 

※各年度 5/1 時点での定員数（例：R7－R6＝R6 年度中の整備数） 

 

△１施策（０．８％）が、やや遅れました。 

施策名 評価の概要 

国際交流事業 

【3-1-(3)-⑤】 

■政策推進課（△…やや遅れている） 

中学生を対象とした姉妹都市・リバモア市との交換留学について、令和２

～５年度については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、受け入

れ、派遣ともに事業を中止していました。（６年度に事業を再開しまし

た。） 

 

資料１（議題①） 

令和７年度第２回子ども・子育て会議 
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２．基本方針における評価 

 

○基本方針１ 多様な子育て支援の充実 

 

 基本方針１の「多様な子育て支援の充実」は、「就学前の教育・保育の充実」及び「地域にお

ける子育て支援の充実」の２つの基本施策で構成されています。 

「就学前の教育・保育の充実」については、８施策の全施策で「計画どおり」となり、特に

待機児童解消においては、私立幼稚園３園の認定こども園化や保育所等１３か所の整備及び既

存保育所等の定員増加により、７５７人の保育定員を確保することができました。 

「地域における子育て支援の充実」については、２１施策の全施策で「計画より進んでいる」、

「計画どおり」となりました。中でも、時間外保育事業と子育て短期支援事業は、数値目標を

上回る利用があり保育サービスや子育て支援体制の充実を図ることができました。 

また、保育所、社会福祉協議会、公民館、高齢者福祉施設、ＰＴＡ等さまざまな主体が、新

型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時は事業の中止や縮小を余儀なくされる厳しい状況

もありましたが、状況に応じて事業内容や方法を見直し、徐々に事業を再開することができま

した。 

以上の結果から、基本方針１においては、２９施策の全施策で「計画どおり」以上であった

ことから、基本方針１の全体評価は「計画どおり」とするものとします。 

 
 

○基本方針２ 子どもや母親の心とからだの健康づくり 

 基本方針２の「子どもや母親の心とからだの健康づくり」は、「母子保健の充実」及び「小児

保健医療体制の充実」の２つの基本施策で構成されています。 

「母子保健の充実」については、１８施策の全施策で「計画どおり」となり、令和５年２月に

開始した妊婦に対して伴走型相談支援と経済的支援を一体的に行う「妊婦子育て応援金事業」

では、妊娠後期のアンケートが実施され希望者には出産に向けて具体的な準備を進める時期に

助産師・保健師との面談を受けることが可能となり、妊婦の抱える問題の複雑化多様化に対応

する体制を整えることができました。また、令和６年６月から、ハイリスク妊婦の抱える問題

がより複雑化多様化していく中で、妊婦支援会議に母子保健部門だけでなく、福祉部門の職員

も参加するなど、連携による支援の充実化を図りました。 

「小児保健医療体制の充実」については、６施策の全施策で「計画どおり」となり印旛市郡

医師会・薬剤師会などの協力体制のもと、安定した運営が行われました。また、夜間や日・祝

日等の小児の緊急性のある診療ニーズに際しても、継続的に診療サービスが提供されました。 

以上の結果から、基本方針２においては、２４施策の全施策で「計画どおり」であったこと

から、基本方針２の全体評価は「計画どおり」とするものとします。 

 

 

○基本方針３ 豊かな心を育む育成環境の整備 

 

基本方針３の「豊かな心を育む育成環境の整備」は、「健全な心身の成長に向けた支援」及び

「次代の親の育成に向けた支援」の２つの基本施策で構成されています。 

「健全な心身の成長に向けた支援」については、１７施策中１６施策で「計画どおり」以上

の成果を上げることができました。特に、こどもルームの充実においては、全年度で数値目標

どおり、またはそれ以上の定員を確保することができました。また、子どもの居場所・遊び場

の充実を目的とした児童センターやプレーパーク、多様な活動ができる環境の充実を目的とし

た公民館や図書館等における施策については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたため、

一部事業の中止や縮小を余儀なくされたものの、感染対策を講じた上で事業を再開し、実施す

ることができました。 
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一方、国際交流事業については計画期間中の最終年度のみの実施となったことから、進捗状

況として「計画よりやや遅れている（遅れた）」と評価しています。 

「次代の親の育成に向けた支援」については、７施策の全施策で「計画どおり」となり、健

康教育・思春期保健の充実において、幼児から中学生までという幅広い年代に対して、それぞ

れの成長段階や理解度に応じた適切な方法で食育を行うことができました。 

以上の結果から、基本方針３の評価においては、２４施策中の２３施策で「計画どおり」以

上であったことから、基本方針３の全体評価は「計画どおり」とするものとします。 

 

○基本方針４ 多様な子育て家庭への支援 

 

 基本方針４の「多様な子育て家庭への支援」は、「仕事と家庭の両立支援」及び「配慮が必要

な子ども・子育て家庭への切れ目ない支援」の２つの基本施策で構成されています。 

「仕事と家庭の両立支援」については、４施策の全施策で「計画どおり」となり、多様な働

き方ができる就労環境の整備では、商工会との連携によるリーフレットやパンフレットの配

布・掲示、ホームページを活用した育児・介護休業制度の周知を行い、情報提供に努めました。

また、男性が子育てに参加するきっかけづくりとして、コロナ禍の状況に対応した料理教室の

開催を通じて男性の家庭参画促進を図りました。さらに、就職支援セミナーや商工会との連携

による創業講座を開催し、幅広い層への支援を行いました。 

「配慮が必要な子ども・子育て家庭への切れ目ない支援」については、２５施策の全施策で

「計画どおり」となり、ひとり親家庭に対して、入学等祝金の支給やひとり親家庭等に対する

医療費等の助成、民間学習塾によるひとり親家庭等の中学生を対象にした学習支援を行いまし

た。 

障がいのある子どもや発達に支援を必要とする子どもへの支援では、相談支援事業所等との

情報共有等を図りながら、適切なサービスの提供を行うことで、障がいのある子とその家族へ

の支援に取り組みました。また、にじいろサポートファイルの活用推進により、切れ目のない

支援につながっています。 

また、児童虐待防止対策では、子ども家庭総合支援拠点を令和３年度に設置し、相談支援体

制を充実させることで、よりきめ細やかな支援に取り組むことができました。 

以上の結果から、基本方針４の評価においては、全２９施策で「計画どおり」であったこと

から、基本方針４の全体評価は「計画どおり」とするものとします。 

 

○基本方針５ 子ども・子育てにやさしいまちづくり 

 

 基本方針５の「子ども・子育てにやさしいまちづくり」は、「子ども・子育てに配慮した生活

環境の充実」の基本施策で構成されており、１３施策の全施策で「計画どおり」となりました。 

 具体的には、千代田団地内において、誰もが安心して道路を利用できるよう、計画的に２７

か所のバリアフリー工事を実施しました。また、公共施設の整備においては、令和４年度に着

工した新庁舎整備において、授乳室やキッズスペースを設けるなど、小さな子どもを抱える保

護者への配慮を充実させました。一方、「赤ちゃんの駅」については、５年間で１４か所の登録

を行いましたが、今後も新規登録施設の追加などを進め、乳幼児を育てる保護者が、より安心

して外出できる環境の充実を目指す必要があります。 

身近な安全の強化として、交通安全教室・交通安全運動の推進については、警察署、地域な

どと協力・連携の上、交通安全教室を開催し、令和６年度には幼児から高齢者までを対象に６,

０００人近くの方が参加し、交通安全意識の向上が図られました。 

以上の結果から、基本方針５の評価においては、全１３施策が「計画どおり」であったこと

から、基本方針５の全体評価は「計画どおり」とするものとします。 
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３．計画期間の評価の総括 

これまでの評価のとおり、基本方針ごとの評価においては、全ての項目で「計画どおり」と

なり、また全施策から見た評価であっても、全１１９施策中の９６．７％にあたる１１８施策

が「計画どおり」又は「計画より進んでいる」評価であることから、第２期計画の総合評価と

して「計画どおり」とするものとします。 

なお、子ども・子育て支援計画の第２期計画期間中は、新型コロナウイルス感染症の影響を

大きく受けたものの、各主体が多様な課題に柔軟に対応する形で、子育て環境の改善と地域と

の連携を図ることができました。 

令和７年度を計画開始年度とする今後５か年の計画である「四街道市こども計画」において

も、新たな基本理念を実現するために設定された基本方針を柱として総合的にこども・若者・

子育て支援に関する各施策を推進していくものとします。 

 



四街道市こどもプラン～第２期子ども・子育て支援事業計画～進行管理シート　計画期間評価
◎ 2施策

基本方針１　多様な子育て支援の充実 ○ 27施策
基本施策１．就学前の教育・保育の充実 △ 0施策
基本施策２．地域における子育て支援の充実 × 0施策

※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課
数値
目標

実施状況 評価 評価の根拠

１ １．

(1)教育・保
育の提供
体制の確
保

①教育・保
育の提供

待機児童の状況に加え、国の幼
児教育・保育の無償化の動向等を
注視し、保育所の設置等、必要に
応じた整備を実施します。

保育課 有

保育所等13か所の整備、私立幼稚園３園の認
定こども園化及び既存保育所等の定員増加
により、期間中に757人の保育定員を確保する
ことができました。

○

概ね計画どおり事業を実施することができた
ため。

１ １．
(2)教育・保
育の一体
的提供

①認定こど
も園の普及

認定こども園への移行に係る支援
制度の紹介や必要な支援を行うこ
とで、園が抱える疑問点や不安の
解消を図り、私立幼稚園からの移
行を促進します。

保育課 ―

市が主催する私立幼稚園全園会議において、
認定こども園への移行に係る説明を行ったこ
となどにより、期間中に３園の私立幼稚園が
認定こども園へ移行しました。

○

計画どおり事業を実施することができたため。

１ １．
(2)教育・保
育の一体
的提供

②保幼小
連携・接続
の推進

保育課 ―

期間中全ての年度において、子ども・子育て
支援法に基づく指導監査により、四街道市特
定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
の運営に関する基準を定める条例第11条に
定める小学校等との連携が図られているか確
認しました。

【保育課：○】
計画どおり事業を実施することができたため。

１ １．
(2)教育・保
育の一体
的提供

②保幼小
連携・接続
の推進

指導課 ―

保幼小連携教育研修会について、コロナ禍の
令和２年度と令和３年度は、書面での開催と
はなったものの、令和４年度からは講師を招
聘し、対面での研修を年１回開催することがで
きました。教育・保育の連続性や一貫性の確
保に向け、子どもの成長に関する情報交換や
教職員の交流の機会を確保することができま
した。

【指導課：○】
対面での研修会開催が困難であった時期も、
書面開催や参集人数の縮小をしながら、年1
回の研修会で保幼小の連携の充実のため必
要な事項について共通理解を図ることができ
たため。

　　　　　　　　　　　　　　　　※複数の担当課がある場合は、総合評価を記載（各担当課の評価は「評価の根拠」に記載）

第２期こどもプラン掲載内容 令和２～６年度成果

○

教育・保育の連続性や一貫性を確
保するため、子どもの成長に関す
る情報交換や交流の機会を充実
させ、小学校へ円滑に接続できる
よう指導のあり方の共通理解など
を図ります。
また、生活や学びにおける指導方
法の工夫や改善に努め、研修など
の機会で円滑な接続の重要性を
捉えるとともに、交流活動の充実
を図ります。

資料２（議題①）

令和７年度第２回子ども・子育て会議
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※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課
数値
目標

実施状況 評価 評価の根拠

第２期こどもプラン掲載内容 令和２～６年度成果

１ １．
(3)幼児教
育・保育の
質の確保

①教育・保
育施設等
への指導
等

子ども・子育て支援法に基づく指
導監査及び児童福祉法施行令に
基づく保育所等に対する行政指導
監査を実施し、法令の基準を満た
しているかどうかについて定期的
に実地検査を実施し指導を行いま
す。

保育課 ―

期間中全ての年度において、指導監査を実施
し、教育・保育の質について改善を要する指摘
事項があった場合は、改善するよう指導を行
いました。 ○

計画どおり事業を実施することができたため。

１ １．
(3)幼児教
育・保育の
質の確保

②幼児教
育・保育の
質の確保に
向けた体制
整備

保育士の処遇改善等による必要
な職員の確保及び教育・保育に関
する専門性を有する幼児教育アド
バイザーの配置・派遣等により職
員の資質・専門性の向上に努めま
す。

保育課 ―

期間中全ての年度において、保育士等の処遇
改善等に係る補助金及び私立幼稚園が実施
する教育研究大会等に対する補助金を交付し
ました。
【年度別交付金額】
・保育士等の処遇改善等に係る補助金
R2：57,940,000円
R3：86,554,000円
R4：99,502,000円
R5：108,108,000円
R6：114,998,000円
・私立幼稚園が実施する教育研究大会等に対
する補助金
R2～R6：720,000円
また、令和４年度以降は、幼児教育アドバイ
ザーの派遣事業（県事業）について、市内教
育・保育施設等への周知を行いました。

○

概ね計画どおり事業を実施することができた
ため。

2



※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課
数値
目標

実施状況 評価 評価の根拠

第２期こどもプラン掲載内容 令和２～６年度成果

１ １．

(4)幼児教
育・保育の
保護者負
担の軽減

①幼児教
育・保育の
無償化

３～５歳及び低所得世帯の０～２
歳の幼稚園、保育所、認定こども
園などを利用する子どもの保護者
に対し、その利用料の無償化を行
います。
（施設等利用給付のうち新制度へ
移行していない幼稚園の月額保育
料等は現物給付で行います。その
他の給付については償還払いで
行います。）

保育課 ―

期間中全ての年度において、特定子ども・子
育て支援施設等（幼稚園・認可外保育施設
等）を利用する児童の保護者に対して、無償
化対象となる利用料等の相当額を支給しまし
た。
【年度別支給額】
R2：487,423,554円
R3：470,046,747円
R4：399,400,749円
R5：315,573,707円
R6：271,220,450円

○

計画どおり事業を実施することができたため。

１ １．

(4)幼児教
育・保育の
保護者負
担の軽減

②実費徴
収に係る補
足給付事
業

各施設事業者において実費徴収
を行うことができるとされている食
事の提供に要する費用及び日用
品、文房具等の購入に要する費用
等について、低所得者等を対象に
費用の一部を補助します。

保育課 ―

期間中全ての年度において、年収360万円未
満相当の低所得者、第３子以降及び生活保護
法による被保護世帯等を対象に、実費徴収に
係る補足給付事業を実施することで経済的支
援を行うことができました。
【年度別支給額】
R2：750,609円
R3：2,012,454円
R4：1,116,830円
R5：828,835円
R6：1,001,642円

○

計画どおり事業を実施することができたため。

１ １．

(4)幼児教
育・保育の
保護者負
担の軽減

③多様な事
業者の参
入促進・能
力活用事
業

小学校就学前の子どもを対象とし
た多様な集団活動であって、地域
において重要な役割を果たしてい
ると認められる事業の利用者に対
し、当該事業における利用料の一
部を補助します。

保育課 ―

令和４年度から事業を開始して以降、対象事
業の利用者全員に対し、利用料の一部を補助
しました。
【年度別支給額】
R4：1,540,000円
R5：1,440,000円
R6：1,680,000円

○

計画どおり事業を実施することができたため。
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※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課
数値
目標

実施状況 評価 評価の根拠

第２期こどもプラン掲載内容 令和２～６年度成果

１ ２．
(1)相談体
制・情報提
供の充実

①利用者
支援事業
（子育てコ
ンシェル
ジュ）

子ども及びその保護者など、また
妊娠している方が身近な場所で、
教育・保育施設や地域の子育て支
援事業などを円滑に利用できるよ
う、子育てコンシェルジュを配置し
支援します。
また、さまざまなニーズに一元的
な情報提供ができるよう、関係機
関などと連携を図るとともに、利用
支援のための適切な窓口の紹介
などを行います。

保育課 有

期間中全ての年度において、子育てコンシェ
ルジュを配置することで、保護者のニーズに合
わせた適切な相談・支援をすることができまし
た。
【年度別相談件数】
R2：5,137件
R3：4,739件
R4：5,220件
R5：5,646件
R6：5,529件

○

計画どおり事業を実施することができたため。

１ ２．
(1)相談体
制・情報提
供の充実

②子育て支
援情報の
充実

各種の子育て支援サービスなどが
十分周知されるよう、子育てガイド
ブックを作成し、子育て家庭や各
種団体に配布するとともに、ス
マートフォンやタブレットからもアク
セスしやすい電子書籍版を公開し
ます。
市のホームページにおいては、掲
載内容を充実し、発信機能を高め
ていきます。
特に、子育てサロンや子育てサー
クルなどの情報提供を強化し、子
育て世代の交流の活性化を促進
します。

子育て支
援課

―

平成27年６月に開設した、子育て応援サイト
「すくすく」の情報更新を１年に１回行いまし
た。
《サイト訪問者数》
令和２年度：12,488人
令和３年度：13,971人
令和４年度：14,779人
令和５年度：13,671人
※令和６年度は事業者から無償でのサービス
提供終了の申出があったため事業を廃止

子育て情報ブック「すくすく」を作成し、子育て
家庭へ配布しました。(２年に１回)

○

計画していた事業を実施することができたた
め。

１ ２．
(1)相談体
制・情報提
供の充実

③保健セン
ター等にお
ける相談体
制の充実

子育て電話相談を常設し、随時、
相談を受け付け、子育ての疑問や
不安の解消に努めるとともに、気
軽に相談できる場として周知を進
めます。
また、親の子育てへの負担感や子
どもの発達への不安がある等、継
続した支援が必要な場合には、小
児科医、臨床心理士、言語聴覚
士、保健師などが連携し、随時、
相談や支援などを展開します。

健康増進
課

―

実施状況について、5年間継続して相談を実
施しています。相談実数は令和２年度から
年々減少していますが、相談件数は年度によ
り増減がみられます。その背景として、保健セ
ンター以外にも相談できる場所が増えたことや
SNSの普及により保護者が自ら情報を入手し
やすくなったことがあげられます。一方で、電
話相談の意義としては、個々の状況に沿った
相談ができることや、その内容によってより相
談内容に沿った職種（地区担当保健師や栄養
士、歯科衛生士、言語聴覚士などの専門職）
や他の事業、関係機関などに支援をつなげる
こととなっています。

○

子育て電話相談を通じて、すでに顕在化され
た相談内容のみならず潜在ニーズに対する支
援などにつなげることができているため。

4



※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課
数値
目標

実施状況 評価 評価の根拠

第２期こどもプラン掲載内容 令和２～６年度成果

１ ２．
(1)相談体
制・情報提
供の充実

④家庭児
童相談

家庭児童相談員やケースワー
カーなどにより、さまざまな問題を
抱える家庭の相談、助言、支援、
情報提供などを行います。心の問
題に対する援助が必要な場合は、
臨床心理士が相談に応じます。

子育て支
援課

―

家庭児童相談員やケースワーカーなどによ
り、さまざまな問題を抱える家庭の相談、助
言、支援、情報提供などを行いました。また、
研修によるスキルアップを図り、地域ごとにき
め細やかな対応ができるよう地区担当を設定
し、対応しました。

○

計画していた家庭におけるさまざまな相談に
応じることができたため。

１ ２．

(2)ニーズに
応じた多様
な保育サー
ビスの充実

①時間外
保育事業

市内保育所等全園において、７時
～19時（１園は20時）までの延長
保育を実施します。 保育課 有

期間中全ての年度において、市内保育所等全
園において、７時～19時（一部は20時）までの
延長保育を実施しました。 ◎

期間中全ての年度において、数値目標を上回
る利用があったため。

１ ２．

(2)ニーズに
応じた多様
な保育サー
ビスの充実

②休日保
育の実施

日曜日などの休日に保育所等で
保育を行う休日保育の実施に向け
て、体制を整備していきます。

保育課 ―

保育所等への働きかけにより、令和５年度か
ら、私立保育園所１か所において、休日保育
を実施しており、係る運営費を支給しました。
【利用延人数】
R5：41人
R6：66人

○

概ね計画通りに事業を実施することができた
ため。

１ ２．

(2)ニーズに
応じた多様
な保育サー
ビスの充実

③一時預
かり（幼稚
園等におけ
る在園児の
預かり保
育）

私立幼稚園等が行う教育時間の
前後や夏季等の長期休業期間に
行う一時預かり（預かり保育）の支
援を行います。

保育課 有

期間中全ての年度において、対象となる幼稚
園及び認定こども園に対し、補助金を交付しま
した。
【年度別交付金額】
R2：1,960,100円
R3：3,131,870円
R4：6,862,390円
R5：12,307,265円
R6：12,910,820円

○

期間中全ての年度において、概ね計画どおり
事業を実施することができたため。
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※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課
数値
目標

実施状況 評価 評価の根拠

第２期こどもプラン掲載内容 令和２～６年度成果

１ ２．

(2)ニーズに
応じた多様
な保育サー
ビスの充実

④一時預
かり（保育
所等の一
時保育等）

公立保育所２園において一時保育
を実施するとともに、私立保育園
が行う一時保育事業を支援しま
す。
３市連携による相互利用も継続し
ます。

保育課 有

新型コロナウイルス感染拡大防止や保育士不
足により休止した期間はあるものの、期間中
に総じて公立保育所で一時保育を実施しまし
た。
また、期間中全ての年度において、一時預か
り事業の充実を図るため、私立保育所等に対
し、補助金を交付しました。
【年度別交付金額】
R2：7,540,447円
R3：16,001,314円
R4：11,138,928円
R5：13,817,568円
R6：11,577,894円

○

期間中全ての年度において、数値目標を下回
る利用となったが、受入体制は確保しており、
需要が見込みを下回ったことによるものと見
込まれるため。

１ ２．

(2)ニーズに
応じた多様
な保育サー
ビスの充実

⑤地域子
育て支援拠
点事業（子
育て支援セ
ンター）

市内保育所等で地域子育て支援
拠点（子育て支援センター）事業を
運営・運営支援するとともに、未実
施園、新設保育園に対し、同施設
の併設を働きかけます。

保育課 有

期間中全ての年度において、地域において子
育て、親子の交流等の充実を図るため、私立
保育所等に対して補助金を交付しました。
【年度別交付金額】
R2：69,683,821円
R3：75,931,689円
R4：82,802,998円
R5：76,977,902円
R6：81,947,928円

○

期間中全ての年度において、概ね計画どおり
事業を実施することができたため。

１ ２．

(2)ニーズに
応じた多様
な保育サー
ビスの充実

⑥病児・病
後児保育
の充実

病気や病気回復期の乳児～児童
を対象とした病児・病後児保育に
ついて、運営事業者と連携し、体
制の充実に努めます。

保育課 有

期間中全ての年度において、市内医療機関へ
の事業委託により、専門性の高い保育を実施
できました。
【年度別利用児童数】
R2：病児24人、病後児4人
R3：病児41人、病後児1人
R4：病児９人、病後児０人
R5：病児３人、病後児０人
R6：病児49人、病後児０人

○

新型コロナウイルスの感染拡大による利用制
限や、保育士不足による事業の休止等はあっ
たものの、期間中総じて事業の提供体制を確
保できたため。
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※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課
数値
目標

実施状況 評価 評価の根拠

第２期こどもプラン掲載内容 令和２～６年度成果

１ ２．

(2)ニーズに
応じた多様
な保育サー
ビスの充実

⑦子育て短
期支援事
業

保護者の疾病や仕事の都合など
により児童の養護が一時的に必
要となった場合などに、児童を児
童養護施設等で一時的に預かる
子育て短期支援事業を実施しま
す。

保育課 有

令和３年度に事業を開始して以降、市内外の
民間事業者への事業委託により、対象児童の
短期入所を実施することができました。

◎

利用延人数が増加傾向にあり、令和５年度及
び令和６年度において、数値目標を上回る利
用があったため

１ ２．

(2)ニーズに
応じた多様
な保育サー
ビスの充実

⑧私立幼
稚園等特
別支援教
育運営費
補助

特別支援を要する子どもを受け入
れている市内幼稚園等に対して、
特別支援教育運営費を補助しま
す。

保育課 ―

期間中全ての年度において、特別支援を要す
る児童を受け入れている幼稚園及び認定こど
も園に対して、補助を行いました。
【年度別交付金額】
R2：1,860,000円
R3：1,720,000円
R4：2,135,000円
R5：3,375,000円
R6：3,240,000円

○

期間中全ての年度において、計画どおり事業
を実施することができたため。
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※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課
数値
目標

実施状況 評価 評価の根拠

第２期こどもプラン掲載内容 令和２～６年度成果

１ ２．
(3)子育て
支援力の
強化

①地域にお
ける子育て
の推進

政策推進
課 ―

コラボ四街道で採択された16団体のうち、子育
てをサポートする市民活動団体7団体の支援
を実施しました。

【政策推進課：○】
コラボ四街道事業において、子育てをサポート
する市民活動団体を支援したため。

１ ２．
(3)子育て
支援力の
強化

①地域にお
ける子育て
の推進

社会福祉
課

―

ニーズに応じ、子育て支援を実施することがで
きた。
R2：0回
R3：2回
R4：3回
R5：0回
R6：3回

【社会福祉課：○】
実施した際に、健康増進課、市社協児童セン
ター担当職員及び日本赤十字社千葉県支部
を講師として招くなど、工夫が行われたため。

１ ２．
(3)子育て
支援力の
強化

②ＰＴＡ地
域活動の
支援

教育に関する地域課題を話し合う
場として、ＰＴＡ地域活動を支援し
ます。
市ＰＴＡ連絡協議会の運営費補助
などにより、活動を支援し、ＰＴＡ相
互の連携強化などを図るとともに、
家庭及び地域の教育力の向上に
努めます。

社会教育
課

―

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一
時的に開催できなかった事業もあるが、オンラ
イン等を活用しながら理事会や会長会等は実
施することができました。
バレーボール大会、ソフトボール大会について
は令和5年度より再開し、計画通り開催するこ
とができました。

○

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ス
ポーツ大会の開催ができなかった時期もあり
ましたが、その他の計画については、感染症
対策を講じながら概ね開催することができまし
た。

１ ２．
(3)子育て
支援力の
強化

③子育て援
助活動支
援事業
（ファミリー・
サポート・セ
ンター）

子育ての援助を行いたい人（提供
会員）と受けたい人（依頼会員）を
つなぎ、相互援助活動を支援する
ファミリー・サポート・センター事業
を実施します。
相互援助活動が有効に行われる
よう市政だよりやリーフレットの配
布による広報活動を継続するとと
もに、研修の実施により提供会員
の知識の向上に努めます。
また、３市連携による相互利用も
継続します。

保育課 有

期間中全ての年度において、広報活動や研修
等の実施により、援助活動の体制を整備する
とともに、連携市間で活動等の情報共有や事
業の啓発物品等を作成し、広域連携を進める
ことができました。
【年度別会員数】
R2：1,171人（提供会員145人、依頼会員920
人、両方会員106人）
R3：1,180人（提供会員157人、依頼会員926
人、両方会員97人）
R4：1,184人（提供会員167人、依頼会員926
人、両方会員91人）
R5：1,172人（提供会員175人、依頼会員910
人、両方会員87人）
R6：1,163人（提供会員175人、依頼会員906
人、両方会員82人）

○

期間中全ての年度において、概ね計画どおり
事業を実施することができたため。

○

子育てをサポートする市民活動団
体の活動を支援します。
また、子育てに関するボランティア
を派遣する社会福祉協議会の活
動を支援します。
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※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課
数値
目標

実施状況 評価 評価の根拠

第２期こどもプラン掲載内容 令和２～６年度成果

１ ２．
(3)子育て
支援力の
強化

④高齢者と
の交流

高齢者福祉施設や高齢者サーク
ルなどとの交流及び高齢者ボラン
ティア活動を保育所等で積極的に
受け入れるなど、個人情報の保護
や子どもの安全を図りながら、世
代間交流の場を設けます。

保育課 ―

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事
業の一部を実施できなかった期間があったも
のの、令和５年度及び令和６年度においては、
高齢者福祉施設や高齢者サークル等と交流
することができました。

○

令和２年度から令和４年度まで、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、やむを得ず事業
の一部を実施できなかったが、期間中その他
の年度においては、概ね計画通り事業を実施
することができたため。

１ ２．
(3)子育て
支援力の
強化

⑤児童セン
ターにおけ
る子育て支
援事業の
充実

児童センターにおいて、０歳児、１
歳児、２歳児とその保護者をそれ
ぞれ対象にした教室を開催し、親
子のふれあいを大切にしながら、
遊びなどを実施し、親子間の交流
を促進します。
また、親子が地域で孤立すること
がないよう、プログラムの充実など
を図り、仲間づくりや地域交流を促
進します。

子育て支
援課

―

四街道市社会福祉協議会を指定管理者に指
定し、児童センター２か所を運営しました。児
童に遊び場を提供するとともに、児童の健全
育成に関する各種事業を実施しました。
≪０～２歳児（一部３歳児含む）とその保護者
を対象とした事業≫※令和2年度～令和6年度
合計
　開催延回数：853回（年平均171回）
　参加延人数：13,551人（年平均2,710人）

○

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事
業の中止、制限を行った年もありましたが、基
本的に通常通り実施することができたため。

１ ２．
(3)子育て
支援力の
強化

⑥子育てサ
ロンの充実

地区社会福祉協議会が、市内４地
区４か所で、読み聞かせやベビー
マッサージなどのプログラム、遊び
を通じて、子どもや母親などの交
流を広げる場として開催している
子育てサロンを支援します。
また、新たな開催場所の検討や担
い手の確保に対する取り組みにつ
いても支援を行います。

社会福祉
課

―

交流を広げる場として、子育てサロンを実施す
ることができました。
R2：0回（サロン実施回数）、0人（参加延人数）
※コロナ禍のため
R3：0回（サロン実施回数）、0人（参加延人数）
※コロナ禍のため
R4：65回（サロン実施回数）、765人（参加延人
数）
R5：73回（サロン実施回数）、780人（参加延人
数）
R6：105回（サロン実施回数）、1,226人（参加延
人数）

○

地区民生委員・児童委員協議会や自治会と協
働で実施することで、交流の促進を図ることが
できたため。

１ ２．
(3)子育て
支援力の
強化

⑦公民館に
おける子育
て教室

遊びを通じて子どもの行動心理や
接し方を学んでもらうため、主に
２・３歳児を対象とした子育て教室
を各公民館で実施します。
また、親子のふれあい、子ども同
士のふれあい、同じ年代の子ども
を持つ保護者などの交流の場とな
るよう工夫します。

社会教育
課

―

令和2年度から令和6年度まで、市内各公民館
において、子育てに関する様々な講座を企画
し実施しました。

○

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開
催が困難な時期もありましたが、感染対策を
講じながら活動を実施することができました。
また、旭公民館については令和5年度から6年
度にかけて改修工事が実施されていたため、
一部の活動を開催することができませんでし
た。それでも、概ね計画どおりに実施すること
ができました。
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※
基本
方針

基本
施策

取組内容 施策 事業内容 担当課
数値
目標

実施状況 評価 評価の根拠

第２期こどもプラン掲載内容 令和２～６年度成果

１ ２．
(3)子育て
支援力の
強化

⑧家庭教
育の支援

小学校・中学校の児童生徒を持つ
保護者などを対象に、就学時健康
診断や入学説明会の際に、子ども
の発達段階に応じた家庭教育に
関する子育て学習講座を開催しま
す。
また、地域で子どもを育む環境づく
りを進め、ＰＴＡ等と連携し、家庭
の教育力を高めます。

社会教育
課

―

計画期間中概ね計画通りに開催することがで
きました。実施しない学校等にも家庭教育に関
する資料を配付し、周知することができまし
た。

○

就学時健康診断や入学説明会の時間を活用
し、家庭教育の重要性について周知すること
がでできたため。開催しない学校においては、
資料を配付することで、補うことができたため。

１ ２．
(3)子育て
支援力の
強化

⑨民生・児
童委員活
動の充実

相談内容に応じて必要な支援が
受けられるよう関係機関へのつな
ぎ役としての役割を担っている民
生委員・児童委員の活動を支援し
ます。

社会福祉
課

―

民生委員・児童委員の活動に対して補助金を
支給し、活動を支援を支援しました。
R2
・相談、支援件数：1,372件
・うち子供に関すること：157件
R3
・相談、支援件数：1,469件
・うち子供に関すること：195件
R4
・相談、支援件数：1,362件
・うち子供に関すること：203件
R5
・相談、支援件数：1,509件
・うち子供に関すること：323件
R6
・相談、支援件数：1,540件
・うち子供に関すること：367件

○

令和２年度から令和６年度にかけて、相談、支
援件数は12％増加し、子どもに関する相談支
援件数においては、倍以上増加したため。
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乳児等通園支援事業の認可について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

令和８年２月18日 

令和７年度第２回子ども・子育て会議 

資料３（議題②） 



 

1 

 

 

⑴ 意見聴取の概要 

令和８年４月１日に乳児等通園支援事業の実施を予定する事業者（２者）から当該事業の認可

を受けるための申請がありました。 

児童福祉法第34条の15第４項の規定により、当該各申請の対象施設等（３か所）における当該

認可について、児童の保護者その他児童福祉に係る当事者である皆様のご意見を伺います。 

なお、今後の申請内容の精査等により、認可保留や内容の変更等が発生する場合があります。 
 

【参考：児童福祉法（抄）】 

第34条の15 （略） 

２・３ （略） 

４ 市町村長は、第２項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議会を

設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童

福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

 

⑵ 乳児等通園支援事業の概要 

児童福祉法第６条の３第23項により乳児等通園支援事業が規定されており、また、同法第34

条の15第３項により当該事業の認可権者が市町村長であることが規定されています。なお、公

立保育所で実施する（市が実施する）事業については、認可は不要となります。 

 

⑶ 認可の基準 

乳児等通園支援事業の認可基準は、児童福祉法のほか、四街道市乳児等通園支援事業の設備及

び運営に関する基準を定める条例により定めています。 

 

⑷ 当市における乳児等通園支援の現状 

令和８年４月１日から子ども・子育て支援法に基づく乳児等通園支援事業に係る給付が全国一

律で実施され、当市は同日から事業を実施することから、現時点での当市の利用定員及び利用児

童数は存在しません。 

  

１ 乳児等通園支援事業の認可に係る意見聴取について 
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⑴ 認可に係る申請者及び対象事業 

聴取対象とする認可申請に係る申請者及びその設置事業所は次表のとおりです。 

No. 申請者 代表者 事業所の名称 

１ 社会福祉法人千葉シニア 理事長 川名 康氏 まちの保育園成山 

２ 社会福祉法人千葉シニア 理事長 川名 康氏 まちの保育園四街道駅前 

３ 学校法人河野学園 理事長 坂本 泰斗 緑ケ丘幼稚園 

（参考）市が実施する事業について認可は不要ですが、事業所等については次表のとおりです。 

No. 実施者 代表者 事業所の名称 

１ 四街道市 市長 鈴木 陽介 四街道市立中央保育所 

２ 四街道市 市長 鈴木 陽介 四街道市立千代田保育所 

 

⑵ 認可申請に係る事業の内容 

認可申請のあった事業の内容は、別紙１から３までのとおりです。 

 

⑶ 認可の妥当性 

認可申請のあった事業の設備及び運営体制は、いずれも認可基準を満たす見込みです。 

また、各施設等の受入可能人数については、市こども計画上の需要見込み（31人）と照らし過

大とならないため、妥当であると考えます。 

なお、乳児等通園支援事業については新規事業であることから、まずは今回実施可能な事業者

からの申請に基づき基盤を整備し、実際の需要等を踏まえ、引き続き必要に応じた整備を進めて

まいります。 

 

 

 

  

２ 意見聴取の対象とする事業の内容について 
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（No.１）認可申請に係る乳児等通園支援事業の内容（その１） 

施設名称 まちの保育園成山 

施設所在地 四街道市成山114番地４ 

事業区分 余裕活用型（教育・保育等における空き定員を活用） 

事業開始日 令和８年４月１日（乳児等通園支援事業の開始予定日） 

認可定員 

満３歳未満 合計 

最大27人 最大27人 

備考 

余裕活用型は教育・保育等の空き定員を活用することから、受入可能

人数は随時変動するため、理論上の最大値を定員としています。 

なお、現時点での受入可能人数の見込みは２人になります。 
 

【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙１ 
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（No.２）認可申請に係る乳児等通園支援事業の内容（その２） 

施設名称 まちの保育園四街道駅前 

施設所在地 四街道市四街道２－２－21 オークウッド１階 

事業区分 余裕活用型（教育・保育等における空き定員を活用） 

事業開始日 令和８年４月１日（乳児等通園支援事業の開始予定日） 

認可定員 

満３歳未満 合計 

最大18人 最大18人 

備考 

余裕活用型は教育・保育等の空き定員を活用することから、受入可能

人数は随時変動するため、理論上の最大値を定員としています。 

なお、現時点での受入可能人数の見込みは５人になります。 
 

【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙２ 
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（No.３）認可申請に係る乳児等通園支援事業の内容（その３） 

施設名称 緑ケ丘幼稚園 

施設所在地 四街道市大日393 

事業区分 一般型 

事業開始日 令和８年４月１日（乳児等通園支援事業の開始予定日） 

認可定員 

満３歳未満 合計 

10人 10人 

備考 
学校法人の寄附行為の変更手続き状況により、開始日や定員に変更が

出る可能性の申出があります。 
 

【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定教育・保育施設等及び 

特定乳児等通園支援事業の利用定員について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

令和８年２月18日 

令和７年度第２回子ども・子育て会議 

資料４（議題③） 



 

1 

 

 

 

⑴ 意見聴取の概要 

令和８年４月１日に特定教育・保育施設となることを希望する市内幼稚園の設置者（１者）から

施設型給付費の支給に係る施設として確認を受けるための申請が、同日に特定乳児等通園支援事業

者となることを希望する市内事業者（３者。うち１者は当市）から乳児等支援給付費の支給に係る

事業者として確認を受けるための申請がそれぞれありました。 

子ども・子育て支援法第31条第２項及び第54条の２第３項の規定により、当該各申請の対象施設

等（６か所）における利用定員の設定については、本審議会においてご意見を伺います。 

また、既設の保育所等を設置する事業者（３者）から令和８年４月１日に利用定員を変更するた

めの申請がありました。当該申請は、子ども・子育て支援法に基づく意見聴取の対象ではありませ

んが、同法第31条第２項の規定に準じ、当該申請の対象施設等（３か所）における利用定員の変更

についても、本審議会においてご意見を伺うものとします。 

なお、今後の申請内容の精査等により、確認保留や内容の変更等が発生する場合があります。 
 

【参考：子ども・子育て支援法（抄）】 

第31条 （略） 

２ 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あ

らかじめ、第72条第１項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意

見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見

を聴かなければならない。 

第54条の２ （略） 

３ 市町村長は、前項の利用定員を定めようとするときは、第72条第１項の審議会その他の合議

制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者

その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

 

⑵ 子ども・子育て支援法に基づく確認制度と利用定員について 

子ども・子育て支援法に規定される子どものための教育・保育給付及び乳児等のための支援給付

においては、教育・保育施設の設置者、地域型保育事業の事業者及び乳児等通園支援事業の事業者

からの申請に基づき、給付の実施主体である市町村が利用定員を定めた上で、各施設及び事業を給

付の対象として確認し、給付費（委託費）を支払うこととされています。 
 

【参考：認可定員と利用定員の違い】 

認可定員：施設等の面積等を基に、預かることのできる児童数の上限を定めるもの。 

利用定員：施設等の利用が見込まれる児童数を、給付費の算定基礎として定めるもの。 

 

⑶ 利用定員の設定に関する国の考え方 

① 認可定員の範囲内で、施設の設置者等からの申請に基づき市町村が設定する。 

② 認可定員と一致させることを基本とする。 

③ 当該施設等での直近の実利用人員や今後の見込みなどを踏まえる。 

 

  

１ 特定教育・保育施設等及び特定乳児等通園支援事業の利用定員の設定

等に係る意見聴取について 
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⑷ 当市における特定教育・保育（うち、保育に限る）の現状 

令和７年４月１日現在、当市には、26か所の保育所（３市共同整備の保育所を含む。）、４か所の

認定こども園、９か所の小規模保育事業所及び３か所の企業主導型保育事業所があります。それら

保育施設等の定員数（企業主導型保育事業所については地域枠分のみ。）及び当市在住児童におけ

る保育施設等（市外のものを含む。）の利用数は次表のとおりです。 

（単位：人） 

 
利用定員 利用児童数（a） 待機児童数（b） 計（a+b） 

R7.4.1 R6.4.1 R7.4.1 R6.4.1 R7.4.1 R7.4.1 

０歳児 152 88 97 0 0 97 

１・２歳児 761 720 718 0 0 718 

３～５歳児 1,243 1,151 1,150 0 0 1,150 

計 2,156 1,959 1,965 0 0 1,965 

※待機児童数は国基準に基づくものです。 

 

⑸ 当市における特定乳児等通園支援の現状 

子ども・子育て支援法における施行日が令和８年４月１日であることから、現時点での当市の利

用定員及び利用児童数は存在しません。 
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⑴ 申請者及び対象施設等 

聴取対象とする申請に係る申請者及びその設置施設等は次表のとおりです。 

No. 申請者 区分 代表者 施設等の名称 

１ 
学校法人 

東千学園 

特定教育・保育施設 

新規 
理事長 岩本 正子 みそら幼稚園 

２ 四街道市 
特定乳児等通園支援事業 

新規 
市長 鈴木 陽介 

四街道市立中央保育

所 

３ 四街道市 
特定乳児等通園支援事業 

新規 
市長 鈴木 陽介 

四街道市立千代田保

育所 

４ 
社会福祉法人 

千葉シニア 

特定乳児等通園支援事業 

新規 
理事長 川名 康氏 まちの保育園成山 

５ 
社会福祉法人 

千葉シニア 

特定乳児等通園支援事業 

新規 
理事長 川名 康氏 

まちの保育園四街道

駅前 

６ 
学校法人 

河野学園 

特定乳児等通園支援事業 

新規 
理事長 坂本 泰斗 緑ケ丘幼稚園 

７ 
株式会社 

橘花会 

特定教育・保育施設 

変更 
代表取締役 橘 謙一郎 ベアキッズ千代田園 

８ 
学校法人 

長生学園 

特定教育・保育施設 

変更 
理事長 永野 卓 千代田幼稚園 

９ 
学校法人 

飯田学園 

特定教育・保育施設 

変更 
理事長 飯田 邦彦 さくらがおか幼稚園 

 

⑵ 申請に係る施設等の概要及び利用定員の設定案 

利用定員を設定又は変更する施設等の概要及びその利用定員の設定案は、別紙１から９までのと

おりです。 

なお、利用定員の設定案は、基本的に申請者提案のものと同様の人数としています。 

 

⑶ 当市における保育等の現状を踏まえた利用定員の設定案の妥当性 

令和７年４月１日現在、当市における保育所等の利用児童数の合計は、利用定員数の合計を下回

っていますが、保育需要は引き続き高い水準を維持することが見込まれることも踏まえ、きょうだ

いが同じ園を利用する等の利便性に寄与するものであることから、定員を増加させることに一定の

妥当性があるものと考えます。 

一方、児童の減少等による各園の児童入所数や職員の雇用状況等を踏まえ、現状の定員を維持す

ることが困難な事情がある場合は、事業継続の観点からも定員の減少についてやむを得ないものと

２ 意見聴取の対象とする申請の内容について 
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考えます。 

特定乳児等通園支援事業者については、各施設等の受入可能人数が市こども計画上の需要見込み

（31人）と照らし適切であるため、妥当であると考えます。なお、新規事業であることから、まず

は今回実施可能な事業者からの申請に基づき基盤を整備し、実際の需要等を踏まえ、引き続き必要

に応じた整備を進めてまいります。 
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（No.１）確認申請に係る教育・保育施設の概要及び利用定員の設定案 
 

施設名称 みそら幼稚園 

施設所在地 四街道市みそら４丁目16−１ 

施設種別 幼稚園 

運営開始日 令和８年４月１日（特定教育・保育施設としての確認予定日） 

認可定員 
３歳（満３歳を含む） ４歳 ５歳 合計 

60人 90人 90人 240人 

利用定員（設定案） 

１号認定 
合計 

（満３歳以上） 

180人 180人 

備考 

現在においても幼稚園として運営中の施設ですが、令和８年４月１日

から施設型給付を受けるため、特定教育・保育施設となることを希望し

ています。 
 

【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙１ 
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（No.２）確認申請に係る乳児等通園支援事業所の概要及び利用定員の設定案（その１） 

施設名称 四街道市立中央保育所 

施設所在地 四街道市鹿渡895－33 

事業区分 一般型 

運営開始日 令和８年４月１日（乳児等通園支援事業の開始予定日） 

構造上の定員 

（予定） 

満３歳未満 合計 

９人 ９人 

利用定員（設定案） 

満３歳未満 合計 

９人 ９人 

備考 特記事項はありません。 
 

【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙２ 
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（No.３）確認申請に係る乳児等通園支援事業所の概要及び利用定員の設定案（その２） 

施設名称 四街道市立千代田保育所 

施設所在地 四街道市千代田５－30 

事業区分 余裕活用型（教育・保育等における空き定員を活用） 

運営開始日 令和８年４月１日（乳児等通園支援事業の開始予定日） 

構造上の定員 

（予定） 

満３歳未満 合計 

最大39人 最大39人 

利用定員（設定案） 

満３歳未満 合計 

最大39人 最大39人 

備考 

余裕活用型は教育・保育等の空き定員を活用することから、受入可能

人数は随時変動するため、理論上の最大値を定員としています。 

なお、現時点での受入可能人数の見込みは５人になります。 
 

【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙３ 
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（No.４）確認申請に係る乳児等通園支援事業所の概要及び利用定員の設定案（その３） 

施設名称 まちの保育園成山 

施設所在地 四街道市成山114番地４ 

事業区分 余裕活用型（教育・保育等における空き定員を活用） 

運営開始日 令和８年４月１日（乳児等通園支援事業の開始予定日） 

認可定員（予定） 

満３歳未満 合計 

最大27人 最大27人 

利用定員（設定案） 

満３歳未満 合計 

最大27人 最大27人 

備考 

余裕活用型は教育・保育等の空き定員を活用することから、受入可能

人数は随時変動するため、理論上の最大値を定員としています。 

なお、現時点での受入可能人数の見込みは２人になります。 
 

【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙４ 
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（No.５）確認申請に係る乳児等通園支援事業所の概要及び利用定員の設定案（その４） 

施設名称 まちの保育園四街道駅前 

施設所在地 四街道市四街道２－２－21 オークウッド１階 

事業区分 余裕活用型（教育・保育等における空き定員を活用） 

運営開始日 令和８年４月１日（乳児等通園支援事業の開始予定日） 

認可定員（予定） 

満３歳未満 合計 

最大18人 最大18人 

利用定員（設定案） 

満３歳未満 合計 

最大18人 最大18人 

備考 

余裕活用型は教育・保育等の空き定員を活用することから、受入可能

人数は随時変動するため、理論上の最大値を定員としています。 

なお、現時点での受入可能人数の見込みは５人になります。 
 

【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙５ 
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（No.６）確認申請に係る乳児等通園支援事業所の概要及び利用定員の設定案（その５） 

施設名称 緑ケ丘幼稚園 

施設所在地 四街道市大日393 

事業区分 一般型 

運営開始日 令和８年４月１日（乳児等通園支援事業の開始予定日） 

認可定員（予定） 

満３歳未満 合計 

10人 10人 

利用定員（設定案） 

満３歳未満 合計 

10人 10人 

備考 
学校法人の寄附行為の変更手続き状況により、開始日や定員に変更が

出る可能性の申出があります。 
 

【位置図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

別紙６ 
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（No.７）利用定員の変更申請に係る教育・保育施設の概要及び利用定員の設定案（その１） 

施設名称 ベアキッズ千代田園 

施設所在地 四街道市千代田５－37－１ 

施設種別 保育所 

定員変更日 令和８年４月１日 

認可定員 
０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合計 

６人 10人 11人 11人 11人 11人 60人 

利用定員（現行） 

３号認定 ２号認定 
合計 

（０歳） （１・２歳） （３歳以上） 

６人 21人 13人 40人 

利用定員（変更案） 

３号認定 ２号認定 
合計 

（０歳） （１・２歳） （３歳以上） 

６人 21人 23人 50人 

備考 

申請者が提案した利用定員の変更案は、利用者数の実状に合わせて

定員数を増加させるものであり、認可定員の範囲内であることから、

妥当であると考えます。 
 

【位置図】 

 

 

 

  

別紙７ 
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（No.８）利用定員の変更申請に係る教育・保育施設の概要及び利用定員の設定案（その２） 
 

施設名称 千代田幼稚園 

施設所在地 四街道市千代田５－65 

施設種別 幼稚園型認定こども園 

定員変更日 令和８年４月１日 

認可定員 

満３歳未満 満３歳以上 合計 

（保育） ０人 
（教育） 225人 

270人 
（保育） 45人 

利用定員（現行） 

１号認定（満３歳以上） 合計 

225人 

270人 
３号認定 ２号認定 

（０歳） （１・２歳） （３歳以上） 

０人 ０人 45人 

利用定員（変更案） 

１号認定（満３歳以上） 合計 

195人 

270人 
３号認定 ２号認定 

（０歳） （１・２歳） （３歳以上） 

０人 ０人 75人 

備考 

申請者が提案した利用定員の変更案は、利用者数の実状に合わせて定

員数を調整するものです。変更案における２号認定の利用定員の合計数

が認可定員の保育分を上回っていますが、千葉県に認可定員の変更届を

提出予定であり、最終的にいずれも同数となる見込みであることから、

妥当であると考えます。 
 

【位置図】 

 

別紙８ 
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（No.９）利用定員の変更申請に係る教育・保育施設の概要及び利用定員の設定案（その３） 

施設名称 さくらがおか幼稚園 

施設所在地 四街道市大日８６番地 

施設種別 幼稚園 

定員変更日 令和８年４月１日 

認可定員 
３歳（満３歳を含む） ４歳 ５歳 合計 

60人 90人 90人 240人 

利用定員（現行） 
１号認定（満３歳以上） 合計 

150人 150人 

利用定員（変更案） 
１号認定（満３歳以上） 合計 

135人 135人 

備考 
申請者が提案した利用定員の変更案は、利用者数の実状に合わせて定

員数を減少させるものであり、妥当であると考えます。 
 

【位置図】 

 

 

 

 

別紙９ 


